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1．はじめに ～建議の経緯と趣旨                                                         

 

近年、地域に根ざした文化振興のあり方が全国的に問われており、守谷市に

おいても、市民による芸術文化活動の発表の機会・場の確保が大きな課題とな

っています。特に、音楽を中心とした本格的な演奏会や合唱、吹奏楽等の発表、

舞踊や芸能の披露の場、また、絵画・写真・書・陶芸などの美術作品、地域の文

化財などの展示の場として、質の高い設備を備えた集客力のある「文化ホール」

の必要性は、これまで多くの市民・団体から繰り返し要望されてきました。 

こうした市民の熱意は、約１万２千人の署名とともに、平成２９年と令和５年に、

文化ホール建設を求める陳情として市議会に提出されました。結果は「趣旨採

択」であり、一定の理解は得られたものの、実現には至らなかった経緯がありま

す。 

このような背景のもと、市役所から要請を受けた社会教育委員の会議（以下、

「当会議」という。）は、守谷市における芸術文化振興の方向性を検討することと

なり、芸術文化振興検討部会を立ち上げ、議論を重ねてきました。 

当会議では、社会教育を振興する立場から、市民の生涯学習の機会を保障

し、文化芸術活動の充実を図ることは、豊かな市民生活の実現に不可欠である

と考えています。一方、守谷市の現在の財政状況からすれば、市単独での施設

整備・維持管理には大きな制約があり、既存施設の稼働率も十分とは言えない

なか、新規施設の整備は将来的に「負の遺産」となるリスクがあることも認識し

ています。 

こうしたことから、当会議は市民の長年の要望を真摯に受けとめつつ、守谷市

のさまざまな状況を多角的に検討した結果、将来の守谷市における芸術文化活

動の活性化を図る方向性として、行政の単独整備に依存するのではなく、市民・

民間事業者と協働した新たな公共施設のあり方を提案することとしました。 

本建議は、今後、市が市民の皆様、民間事業者などと連携し、より具体的な検

討を進めていくための指針となることを期待しています。直ちに建設に着手する

ということではなく、市民の皆様の声を丁寧に伺い、様々な可能性を議論してい

くプロセスが重要である、との当会議の基本姿勢をご理解いただけますようお

願いいたします。 
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2．文化ホール整備の意義と社会的価値                                 

 

文化ホールは単なる施設ではなく、以下のような社会的・教育的・文化的機

能を併せ持つ公共空間です。 

 

（1） 市民の創造的表現の場 

音楽活動、芸能活動に加え、美術作品、地域の文化財など、幅広いジャンル

の展示の場を提供し、自己実現の機会を支えます。 

（２） 児童生徒の教育的活用 

学校教育との連携（音楽会、鑑賞教室、作品展など）を通じ、豊かな情操教

育の場として活用可能です。 

（３） 地域の交流・連携の促進 

音楽などを通じた世代間交流、地域間連携（他市との合同イベント等）を促

進する拠点となり得ます。 

（４） 市外からの集客と地域活性化 

質の高い音響環境、展示スペース、魅力的な企画によって、守谷市を文化的

目的地とする関係人口の増加、にぎわいの創出につながります。 

（５） 市のブランディングの象徴化 

文化ホールは、文化を核としたまちづくりを推進していく上で、その理念を具

現化する象徴としての役割を担います。質の高い文化施設は、市民が誇りを感

じる「目に見える」シンボルとなり、市外への魅力的な訴求力として、守谷市のブ

ランドイメージ向上に大きく貢献します。   

 

３．現状の課題と整備における制約                                      

 

（1） 財政面の制約と単独整備の困難性 

守谷市の財政は比較的安定していますが、大型の新規公共施設整備には、

依然として慎重な姿勢が求められます。文化ホールの整備には初期投資に加え、

維持管理費も継続的に発生するため、長期的な財政への影響は無視できませ

ん。（資料①-1 参照） 

（2） 既存施設の稼働率と市民利用の実態 

現在、守谷市内には公民館をはじめとする複数の文化系施設がありますが、

ホール・展示場機能を十分に果たせる会場はありません。既存施設は貸館利用
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の市民による小規模公演が中心で、大規模公演は近隣自治体で開催されてい

る実態があります。そのため、稼働率は４０％弱と高水準とは言えません。（資料

①-2参照） 

（3） 行政任せの整備・運営モデルの限界 

従来型の「行政が整備し、管理し、市民に貸す」というモデルでは、市民のニ

ーズや時代の変化に即した柔軟な運営が困難であり、新たな施設を整備しても、

「使われない箱物」となる恐れがあります。 

文化活動の多様化、採算性の課題、施設の魅力づけなどを総合的に解決す

るためには、行政だけでなく民間や市民との協働による新たな運営モデルが必

要とされています。 

 

4．持続可能な整備に向けた提案（協働モデルの導入）                     

 

（1） 官民連携による整備・運営 

民間事業者との協働によって、文化ホールの整備・運営の一部または全部を

委ねる「官民連携」の導入を強く提案します。 

具体的には、以下のような手法があります。 

①  指定管理者制度 

運営を民間・NPO等に委託し、自由度の高い自主企画・貸館運営を行う 

  もので、多くの文化ホールが導入しています。 

②  PFI 方式 

設計・建設・運営を一括で民間に委ね、行政はサービス購入で対応す

るもので、民間のノウハウを活かした時代の要求に応ずるサービスの提

供により、満足度向上による持続的な利用促進の好循環を生み出してい

ます。近隣自治体での整備事例として、「流⼭おおたかの森駅前市有地有効

活⽤事業（スターツおおたかの森ホール）」があります。 

（2）豊かな空間の付帯 

これらの運営手法を導入する際には、施設の多角的な活用として、文化ホ

ールとともにカフェ、スタジオ、ワークショップスペース、展示コーナーなどを併

設し、賃料収入によって維持費の一部を補う「複合施設モデル」の採用も有

効です。 

（３） 市民参加型の計画づくり 

施設の構想段階から、パブリックコメントにとどまらず、市民・文化団体・教育
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関係者などが参加するワークショップやヒアリングを実施し、市民の声を反映し

た設計・運営モデルを構築します。市民による利用促進・企画運営の主体化が、

持続可能な施設運用の鍵となります。 

（４） 既存施設との住み分け 

既存施設と新たな施設の両方を持続可能なものとするために、既存施設

では市民団体の活動、発表の場など公共性の高い使用を主とし、新たな施

設では市外からの集客が見込める大規模公演や収益性の高いイベント、全

市的なセレモニーなど、より専門的で高水準の使用を主とするなど、ター

ゲット層や用途を明確に分けることが重要です。 

（５） 財源確保の具体策 

文化ホールの整備・運営における最大の課題は、初期建設費用とその後の維

持管理費に対して、持続可能な財源の確保です。市の一般財源に過度な負担

をかけることなく、分散的かつ多角的に財源を組み立てる視点が必要です。 

そのため、以下のような財源確保策の導入を提案します。ただし、収益構造

の透明化や収支の見込みについては、今後の検討課題として、具体的な計

画策定時において、コンサルタントなどの専門家による詳細な検証・検討

が必要です。 

①  交付金や助成金の活用 

・ 国の交付金 

文化・教育・地域振興に資する施設整備として、社会資本整備総合交

付金や地方創生推進交付金などの対象となる可能性があります。 

・ 民間の助成金 

    文化・芸術振興を目的とした民間助成金には、公益財団法人や企

業の社会貢献活動として提供されるものがあります。文化ホールの 

建設は地域文化の振興や芸術活動の場の提供に資するため、対象と 

なる場合があります。 

② 官民連携による初期投資の軽減 

・ PFI 方式やリース方式の導入 

建設や設備導入を民間事業者が担い、市は分割払い方式で利用料

を支払うことで、初期コストの圧縮が可能です。 

・ 設計・建設段階からの企業スポンサー参画 

命名権（ネーミングライツ）をはじめ、設備・機器提供、企業による出資

などを通じて負担軽減を図ります。 
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③ 施設の収益化による自己財源創出 

・ 文化ホールの自主企画イベント（コンサート、展示会等）の収益 

・ テナント（カフェ、物販、スタジオなど）からの賃貸収入 

・ 貸館使用料収入（営利利用・広域利用を含む） 

・ 駐車場・広告スペース等の副次的収入 

上記により、維持管理費の一部を自己財源で補完する仕組みを構築

し、市の一般財源依存を最小限に抑える設計が可能です。 

④ 市民による寄附制度・ふるさと納税の活用 

・ ふるさと納税型クラウドファンディング 

文化ホール整備を目的とした寄附募集を「共感型」の寄附キャンペー

ンとして展開することで、市民・関係者等からの支援が期待できます。 

・寄附者名掲示型個人寄附制度 

椅子やホール壁面等に名前を刻む寄附者名掲示型個人寄附制度を

導入し、市民参加型の資金調達を実施します。 

・ 市民が加入する友の会の賛助金 

  文化ホール友の会（フレンズ）を設け、加入する市民の施設利用の利

便性を高めるサービスを提供するとともに、その会費の一部を文化ホー

ルの維持向上への賛助金とすることで、市民による継続的な支援の場と

します。 

⑤ 利用者負担（使用料）の適正化 

・ 市内団体と市外団体、営利／非営利利用で料金体系を整理し、広域利

用も見据えた「適正な使用料設定」により収入基盤を確立します。 

⑥ 基金積立（初期整備費に含まれない修繕・更新費） 

・ 大規模かつ高機能な施設の場合、高度な設備を備えており、建設後の維

持・更新費も大きくなるため、建設費基金の積立割合は慎重に設定する必

要があります。 

・ 維持管理や設備更新には多額の費用が必要となるため、建設時からの

基金確保と、維持管理費用や修繕計画に基づいた長期的な資金の試算

が不可欠です。これにより、将来の財政負担を平準化し、安定した施設運

営を実現するための現実的な積立計画が立てられます。 

・ 基金は、市の一般会計からの繰り入れや、施設使用料・運営収益の一定

割合を積立に回すことなどを検討し、財政状況を考慮しながら最適な方法

を選択する必要があります。 
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５．整備計画における重要な論点                                         

 

文化ホール整備の実現に向けて、具体的な計画の策定時は、以下の論点に

ついて、コンサルタントなどの外部専門家により、多角的な検討を深める必要が

あります。これらは施設の機能性、持続可能性、地域への貢献度を大きく左右す

る重要な要素です。 

 

（１） 施設のコンセプトと機能の明確化   

施設は「上品さ」と「上質さ」を基本コンセプトとします。整備にあたっては、専

門的な文化ホールを主機能とし、音楽や芸能といった公演・発表の場を提供す

るとともに、その利用者の利便性向上や文化活動の多様化に資するため、美術

作品や文化財の展示スペース、売店、飲食店などの付帯施設を一体的に整備

します。 

これにより、施設全体の魅力と集客力を高め、多様な市民ニーズに応えるとと

もに、若年層の利用促進も目指します。 

また、既存の公民館や児童施設との機能分担を明確化することが、持続的な

利用につながります。 

（２） 最適な立地の選定 

施設の立地については、市民の利便性や広域からの集客力を考慮し、守谷

駅東口を選定します。ただし、交通アクセス、周辺環境との調和、騒音対策、駐車

場確保、将来的なまちづくり計画との整合性など、多角的な視点からの詳細な

検討が引き続き不可欠です。 

（３） 適切な規模と機能の設計 

文化ホールの規模設定は、市民の多様な利用ニーズに応え、商業利用（貸館）

による収益確保の可能性を最大限に引き出すとともに、プロフェッショナルな公

演にも対応できる 1,000 人収容規模とします。ただし、過剰な設備投資は初期

費用と維持管理費を増大させるリスクがあるため、建設・運営費の試算などを

踏まえ、持続可能な運営となる機能設計を行うことが肝要です。 

（4） 魅力的な企画の案出と宣伝・広報活動の推進 

質の高い音響環境や展示スペースといった施設の魅力を最大限に活か

し、持続可能な運営をするために、魅力的な企画の案出は重要な課題です。

施設の運営主体である民間事業者や運営団体と市役所が連携し、外部団体

やアーティスト、地域内外の関係者と協働して、多様かつ魅力的なイベン
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トの誘致、宣伝・広報活動を積極的に展開する必要があります。 

 

６．評価・検証の枠組みと成果目標                                      

 

整備後の施設については、以下のような評価指標を設定し、定期的な見直し

を行うことで、行政責任と公共性の両立を図ります。 

各目標値は、公共文化施設の一般的な傾向、他都市の成功事例、および本

施設の目指すべき姿を総合的に勘案し設定しています。 

① 年間稼働率（目標：６０%以上） 

根拠 公立文化施設（人口２０万人未満）の全国平均稼働率は、４０～５

０%程度（「2024 年度地域の公立文化施設実態調査」報告書）です

が、本施設は市民ニーズへの合致、積極的な誘致活動、官民連携によ

る効率的な運営により、これを上回る高水準を目指します。近隣の先進

事例では、６0%以上の実績を上げており、これを参考に設定しました。

（資料①-1 参照） 

② 市民団体による自主企画実施割合（目標：５０%以上） 

根拠「市民の創造的表現の場」としての機能を最大化するため、市 

民が主体的に企画・実施する活動の割合を 50％以上とすることを 

目標とします。これにより「市民参加型の計画づくり」を実現し、 

単なる場所貸しでなく創造的な活動拠点として市民活動の活性化 

を図る挑戦的な目標です。一方、貸館は安定した収入源ですが、 

収益率は自主事業より低いため、両者の実施割合のバランスをと 

ることが重要です。 

③ 自主収益率（目標：維持管理費の３０%以上をカバー） 

根拠 持続可能な運営のため、市の一般財源への依存を最小限に抑え 

ることを目指します。全国の公共文化施設における自主財源比率の平

均は１０%～２０%程度ですが、本施設では、公民連携による「複合施設

モデル」の導入、テナント収入、多様な財源確保策を組み合わせること

で、３０%の高い目標を設定し、自立した運営基盤の確立を図ります。 

④  市民満足度調査の実施と結果の公開 

⑤  事業者評価制度による外部チェックの導入 
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７．おわりに ～今後の議論に向けて                                                         

 

集客力をもった品格ある文化ホールの整備は、市民の文化的営みへの貢献

であり、地域の未来への投資です。スポーツ施設や子育て施設、生活インフラな

ど、市民生活に直結する施設の充実も重要なことではありますが、文化ホール

が提供する「文化」は、人々の心に豊かさと潤いをもたらし、「健康で文化的な

生活」にとって不可欠なものです。 

文化ホールの整備は、単に「箱」を作ることではなく、「人が集い、学び、響き

合う空間」を創出することに他なりません。 

当会議としては、守谷市が市民・民間・行政の三者による協働体制を構築し、

持続可能な文化拠点としての文化ホールを実現されるよう強く望みます。 

なお、本建議書が提案する文化ホール建設に対する取り組みは、その優先順

位を含め、市役所内の特定部署での検討にとどまるものではなく、多くの市民

の署名によって整備の必要性が示されたことから、守谷市の重要な政策課題と

して、より慎重かつ多角的な検討を要するものであることを申し添えます。 
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